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令和 7 年 3 月定例会・会議録 

令和 7 年 3 月 21 日（金） 午前 10 時 00 分 開議 
 

 

◎出席議員（10 名） 

【尾花沢市選出議員】 

3 番 髙橋 隆雄 君  4 番 鈴木由美子 君  5 番 和田  哲 君 

6 番 星川  薫 君  7 番 青野隆一議員 

【大石田町選出議員】 

1 番 大野 達也 君  2 番 川﨑義治議員  8 番 村形  昌一 君  

9 番 小玉  勇 君  10 番 芳賀  清 君 

 

◎欠席議員（0 名） 

 

◎地方自治法第 121 条の規定による説明のための出席者 

管理者            結城  裕 君 

副管理者           庄司  中 君 

会計管理者          吉野 真広 君 

代表監査委員         門脇 誠一 君 

幹事 市環境エネルギー課長   三宅 良文 君 

幹事 町まちづくり推進課長   大山 和彦 君 

幹事 町建設課長       大沼 進悟 君 

事務局長           間宮 康介 君 

管理課長           小野 昭弘 君 

上下水道課長         森  雅之 君 

環境衛生課長         八鍬 忠史 君 
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◎議長（村形昌一議員） 

皆さん、おはようございます。私も組

合議会長いんですけれども、初めてこ

の議場で花を見ました。この日に合わ

せてですね、森課長が咲かせていただ

いたということで、華やかな雰囲気で

進めていきたいと思います。 

それでは、これより、令和 7 年 3 月

定例会を開会いたします。出席議員も

定足数に達しておりますので、直ちに

本日の会議を開きます。本日の会議は、

タブレットに掲載しております議事日

程第 1 号によって進めます。 

まず、日程第 1、会議録署名議員の指

名を行います。会議録署名議員は、会議

規則第 88 条の規定により、1 番 大野

達也議員、2 番 川﨑義治議員、3 番 髙

橋隆雄議員、以上の 3 名を指名いたし

ます。 

次に、日程第 2、会期の決定を議題と

いたします。この際、議会運営委員長の

報告を求めます。議会運営委員長、芳賀 

清議員。 

◎議会運営委員長（芳賀 清議員） 

おはようございます。議会運営委員

会の審議の結果についてご報告を申し

上げます。令和 7 年 2 月 21 日に招集告

示となりました、今定例会に係る議会

運営委員会を、去る 3 月 17 日午後 2 時

30 分より、環境衛生事業組合会議室に

おいて開会いたしました。当局から事

務局長、管理課長の出席を求め、提出議

案の概要を聴取、会期及び議事日程に

ついて、慎重に審議を行ったところで

ございます。その結果、今定例会の会期

については、皆様方のタブレットに掲

載しております会期・議事日程表のと

おりであります。本日、一日とすること

に意見の一致を見た次第であります。

何とぞ、当委員会の決定に対し、議員各

位のご賛同をお願い申し上げ、ご報告

といたします。以上であります。 

◎議長（村形昌一議員） 

お諮りいたします。今定例会の会期

は、ただ今、議会運営委員長から報告が

ありましたとおり、本日 1 日とするこ

とに、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、今定

例会の会期は、本日 1 日とすることに

決しました。 

次に、日程第 3、諸般の報告でありま

す。この際、事務局長をして、報告いた

させます。事務局長。 

◎事務局長（間宮康介君） 

命により、ご報告申し上げます。監査

委員より、議長宛に令和 6 年 11 月から

令和 7 年 2 月までに実施いたしました

例月出納検査につきまして、地方自治

法第 235 条の 2 第 3 項の規定により報

告がございました。その写しをタブレ

ットに掲載してございますので、ご参

照願います。 

次に、令和 6 年 4 月 1 日から本日ま

での組合議会関係の事務処理報告書に

ついて、タブレットに掲載してござい

ます。こちらも併せてご参照お願いい

たします。以上で報告を終わります。  

◎議長（村形昌一議員） 

以上で、諸般の報告を終わります。 

次に、議案の上程を行います。日程第
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4、議第 1 号、令和 6 年度尾花沢市大石

田町環境衛生事業組合一般会計補正予

算(第 2 号)から、日程第 13、議第 10 号

令和 7 年度ごみ焼却施設維持管理補修

工事請負契約の締結についてまでの 10

案件を一括上程いたします。 

この際、管理者より提案理由の説明

を求めます。管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

ただ今上程なりました提出議案の説

明に先立ち、組合の各事業を取り巻く

情勢と施策の概要を申し上げ、議員各

位をはじめ、市町民の皆様の一層のご

協力を賜りたく、お願い申し上げます。 

はじめに、環境衛生事業の塵芥処理

について申し上げます。環境衛生セン

ターに直接搬入されるごみと、各家庭

から排出されるごみの量はゆるやかな

減少傾向にあります。その中において、

もやせるごみを処理する焼却炉は、平

成 15 年 3 月の使用開始から 22 年が経

過し、老朽化のため年々補修費用が増

加しております。加えて、焼却炉を納め

る建屋も昭和 55 年 3 月竣工から 45 年

が経過していることから、経年劣化が

著しく、建設年度の関係から現在の耐

震基準を満たしていない状況でありま

す。 

また、不燃物・粗大ごみを処理するリ

サイクルプラザについても、平成 13 年

2 月の使用開始から 24 年が経過し、ご

み焼却施設同様、建屋、機械設備の老朽

化が進行しております。 

このため、ごみ処理施設の更新に向

けて、現在準備を進めており、今後の予

定といたしまして、令和 7 年度中に事

業者選定を行い、令和 11 年度中の供用

開始を目指してまいります。 

白鷺最終処分場については、今後も

廃棄物のリサイクルによる減量化を推

進していきます。加えて、民間一般廃棄

物最終処分場への外部委託を継続しな

がら、白鷺最終処分場の延命化を図っ

てまいります。 

次に、し尿処理について申し上げま

す。汚泥再生処理センターについては、

高度処理による適正な水質管理を徹底

しております。今後も安全で安定的な

維持管理に努めるとともに、施設の長

寿命化にむけ取り組んでまいります。  

次に、水道事業について申し上げま

す。水道事業は、住民生活に直結するラ

イフラインとして極めて重要な役割を

担っており、地域住民の日常生活や産

業活動を支える必要不可欠なものであ

ります。しかし、水道事業を取り巻く環

境は厳しく、人口減少に伴う過疎化の

進行、さらに節水器具等の普及による

水需要の伸び悩みによる経営基盤の脆

弱化が懸念されます。このことを踏ま

え、経費の節減と効率的な投資に努め、

安全で安定した水道水の供給を理念に

事業を進めております。建設改良事業

については、石綿管等の老朽管の更新

をはじめ、下水道工事や、両市町で行う

流雪溝工事に伴う配水管の布設替工事

を行い、引き続き災害に強い施設の構

築を行ってまいります。 

また、令和 7 年度より、丹生川大橋添

架管の架け替えについて、関係省庁と

協議し、早期の完成を目指します。 

次に、下水道事業について申し上げ
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ます。まず、流域関連公共下水道につい

ては、村山浄化センターに汚水を送り、

安定した処理が行われています。令和 6

年 3 月末現在の水洗化率について申し

上げますと、尾花沢市の加入者数は

4,698 人で、91.7％、大石田町の加入者

数は 3,964 人で、95.7％となっており

ます。令和 6 年度における工事により、

尾花沢市で 1.14 ヘクタールの整備が終

わり、年度末の供用開始に向けた準備

を進めております。対象者は 6 戸 8 名

であります。 

一方、尾花沢市特定環境保全公共下

水道事業については、令和 4 年度に国

の支援を受けてストックマネジメント

計画を策定いたしました。この計画に

基づき各施設の更新を実施するととも

に、銀山温泉浄化センターやグライン

ダーポンプ等の維持管理を適切かつ合

理的に進めてまいります。 

一方で、上下水道事業の経営を左右

する水道料金や下水道使用料の収入に

ついては、人口の減少や節水器具の普

及などにより、ここ数年大きく減少し

ております。しかしながら、各施設の適

正管理と老朽化対策については、住民

生活を守るために必要不可欠なもので

あることから、今後の社会動向等を見

ながら、安定的な経営を行うための適

正な料金設定について、検討してまい

ります。 

以上が、各事業の概要になります。議

員各位におかれましては、今後とも当

組合の事業推進に対し、ご理解とご支

援を賜りますようお願い申し上げます。 

続いて、提出議案についてご説明申

し上げます。 

はじめに、議第 1 号、令和 6 年度尾

花沢市大石田町環境衛生事業組合一般

会計補正予算（第 2 号）について申し上

げます。既定の歳入歳出予算の総額か

ら、歳入歳出それぞれ 654 万 4 千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳

出それぞれ 8 億 8,485 万 5 千円とする

ものです。歳出については、事業費の確

定に伴い減額補正するものです。歳入

については、繰越金を増額して、使用料

及び手数料、国庫支出金、分担金を減額

し、予算を調整するものです。 

また、斎場白菊苑高圧ケーブル等更

新工事でありますが、全国的に高圧ケ

ーブルが不足しており、納品が遅れる

ことにより、繰越明許の設定をお願い

するものです。 

次に、議第 2 号、令和 6 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合公共下水

道事業会計補正予算(第 2 号)について

申し上げます。新年度の業務委託のな

かで、4 月 1 日から行うマンホールポン

プ維持管理業務委託に関して、年度内

に委託契約を図るべく債務負担行為を

設定するものです。 

次に、議第 3 号、令和 6 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合尾花沢市

特定環境保全公共下水道事業会計補正

予算（第 2 号）について申し上げます。

新年度の業務委託のなかで、4 月 1 日か

ら行う銀山温泉浄化センター及びマン

ホールポンプ維持管理業務委託に関し

て、年度内に委託契約を図るべく債務

負担行為を設定するものです。 

次に、議第 4 号、令和 6 年度尾花沢
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市大石田町環境衛生事業組合大石田町

特定環境保全公共下水道事業会計補正

予算（第 1 号）について申し上げます。

新年度の業務委託のなかで、4 月 1 日か

ら行うマンホールポンプ維持管理業務

委託に関して、年度内に委託契約を図

るべく債務負担行為を設定するもので

す。 

次に、議第 5 号、令和 7 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合一般会計

予算について申し上げます。歳入歳出

予算の総額を、歳入歳出それぞれ、8 億

7,634 万 6 千円とするものです。また、

令和 7 年度中に、ごみ処理施設建設工

事並びに、施工監理等業務委託の契約

を図るべく債務負担行為を設定するも

のです。 

歳入の主なものは、分担金 7 億 7,712

万 6 千円、使用料及び手数料 8,276 万

9 千円、国庫支出金 354 万 1 千円、諸収

入 915 万円などです。 

歳出の主なものは、各施設の維持管

理に伴う委託料や工事請負費などであ

り、市町民の生活基盤を守るため計上

したものです。まず、火葬場費では、火

葬 施 設 運 転 管 理 業 務 委 託 料 と し て

1,203 万 6 千円、火葬施設 24 時間予約

受付業務委託料として 190 万 1 千円、

修繕計画策定業務委託料として 300 万

円を計上しております。塵芥処理費で

は、環境衛生センター運転管理業務委

託料として 1 億 7,809 万円、ごみ処理

施設更新業者選定支援業務委託料とし

て 1,320 万円、ごみ焼却施設維持管理

補修等の工事請負費として 1 億 8,271

万円、ごみ収集車購入に 2,617 万 6 千

円を計上しております。し尿処理費で

は、環境衛生センター運転管理業務委

託料として 1,738 万円、個別施設計画

策定業務委託料として 957 万円、破砕

装置修繕等の工事請負費として 936 万

1 千円を計上しております。 

次に、議第 6 号、令和 7 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合水道事業

会計予算について申し上げます。水道

業務の予定量については、近年の水需

要と給水人口動向等を踏まえ、年間に

おける総配水量等を予測し計上したも

のです。 

はじめに、収益的収支について申し

上げます。事業収益は、4 億 5,858 万 1

千円であり、前年度対比 3.1％の減少と

なっております。主な収入として、営業

収益となる給水収益は 3 億 9,555 万 7

千円を計上しております。費用となる

事業費については、4 億 4,262 万 8 千円

であり、前年度対比 1.61％の減少とな

っております。主なものは、営業費用の

原水浄水費、配水給水費、業務総係費、

減価償却費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は、企業債の借り入れ

が、3,000 万円、工事負担金が、5,394

万 4 千円であり、前年度対比 6,344 万

4 千円の増額となっております。資本的

支出は 2 億 6,468 万 8 千円であり、前

年度対比 4.17％の減少となっておりま

す。主なものは、施設等整備のための建

設改良費、企業債償還金です。資本的収

入額が資本的支出額に対し不足する額、

1 億 8,074 万 4 千円については、過年度

分損益勘定留保資金等により補てんす
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るものです。投資的事業となる建設改

良については、尾花沢市における市道

改良に伴う配水管布設替工事、大石田

町における流雪溝整備に伴う配水管布

設替工事、下水道工事に関連した布設

替工事等を実施するものであります。

これからも、事業経営の理念である安

全で安定した水道水の供給に向けて取

り組み、経営の健全化に努めてまいり

ます。 

次に、議第 7 号、令和 7 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合公共下水

道事業会計予算について申し上げます。 

まず、下水道事業の業務予定量につ

いて申し上げます。近年の需要と人口

動向等を踏まえ、年間における総汚水

量等を予測し、計上したところです。  

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は、4 億 501

万 8 千円であり、主な収入として、営業

収益となる下水道使用料など 1億 2,691

万 4 千円を計上しております。費用と

なる下水道事業費については、4 億 501

万 8 千円であり、主なものは、営業費用

の管渠費、総係費、職員給与費、減価償

却費、及び営業外費用の支払い利息及

び企業債取り扱い諸費、消費税及び地

方消費税納付額です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は、4 億 2,565 万 2 千

円であり、主なものは、企業債、他会計

補助金、国庫補助金であります。資本的

支出は、4 億 6,526 万 1 千円であり、主

なものは、管路施設費、流域下水道建設

負担金、企業債償還金であります。資本

的収入が資本的支出に対して、不足す

る額 3,960 万 9 千円については、当年

度分損益勘定留保資金で補てんするも

のです。投資的事業となる管路施設費

は、尾花沢市上町地内などの下水道管

渠工事を予定しております。厳しい財

政状況ではありますが、両市町と協議

を図りながら、計画的かつ効率的な整

備促進を図ってまいります。 

次に、議第 8 号、令和 7 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合尾花沢市

特定環境保全公共下水道事業会計予算

について申し上げます。まず、下水道事

業の業務予定量について申し上げます。

近年の需要と人口動向等を踏まえ、年

間における総汚水量等を予測し、計上

したところです。 

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は、7,081 万

7 千円であり、主な収入として、営業収

益となる下水道使用料など 1,233 万 9

千円を計上しております。費用となる

下水道事業費については 7,081 万 7 千

円であり、主なものは、営業費用の管渠

費、処理場費、職員給与費、減価償却費、

そして営業外費用の支払い利息及び企

業債取扱諸費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は、9,763 万 9 千円で

あり、主なものは、企業債、他会計補助

金、国庫支出金です。資本的支出は、1

億 106 万 9 千円であり、管路施設費、

処理場施設費、企業債償還金でありま

す。資本的収入が資本的支出に対して、

不足する額 343 万円については、当年

度分損益勘定留保資金により補てんす

るものです。投資的事業となる管路施
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設費は、マンホールポンプ更新工事を

予定しております。厳しい財政状況で

はありますが、関係課と協議を図りな

がら、計画的かつ効率的な整備を図っ

て参ります。 

次に、議第 9 号、令和 7 年度尾花沢

市大石田町環境衛生事業組合大石田町

特定環境保全公共下水道事業会計予算

について申し上げます。まず、下水道事

業の業務予定量について申し上げます。

近年の需要と人口動向等を踏まえ、年

間における総汚水量等を予測し、計上

したところです。 

はじめに、収益的収支について申し

上げます。下水道事業収益は 4,742 万 9

千円であり、主な収入として、営業収益

となる下水道使用料など 930 万 1 千円

を計上しております。費用となる下水

道事業費については 4,742 万 9 千円で

あり、主なものは、営業費用の管渠費、

職員給与費、減価償却費、及び営業外費

用の支払利息及び企業債取扱諸費です。 

次に、資本的収支について申し上げ

ます。資本的収入は、2,356 万 9 千円で

あり、主なものは、企業債、他会計補助

金です。資本的支出は、3,071 万 5 千円

であり、主なものは、管路施設費、企業

債償還金です。資本的収入が資本的支

出に対して不足する額 714 万 6 千円に

ついては、当年度分損益勘定留保資金

により補てんするものです。投資的事

業となる管路施設費は、公共汚水ます

設置工事を予定しております。厳しい

財政状況ではありますが、関係課と協

議を図りながら、計画的かつ効率的な

整備を図ってまいります。 

次に、議第 10 号、令和 7 年度ごみ焼

却施設維持管理補修工事請負契約の締

結についてを申し上げます。地方自治

法第 96条第 1項第 5号、及び準用する、

尾花沢市の議会の議決に付すべき契約

及び財産の取得又は処分に関する条例

第 2 条の規定により提案するものです。 

以上が今定例会に提案いたしました

議案の概要です。審議の過程において

必要に応じて関係課長より説明いたさ

せますので、慎重なる審議の上、原案ど

おりご可決くださいますようお願い申

し上げ、提案理由の説明といたします。 

◎議長（村形昌一議員） 

次に、議案の審議を行います。この際、

お諮りいたします。日程第 14、議第 1

号、令和 6 年度尾花沢市大石田町環境

衛生事業組合一般会計補正予算 (第 2

号)から、日程第 23、議第 10 号、令和

7 年度ごみ焼却施設維持管理補修工事

請負契約の締結についてまでの 10 案件

の審議については、会議規則第 37 条第

3 項の規定により、委員会付託を省略い

たしたいと思います。これに、ご異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、10 案

件の審議については、委員会付託を省

略することに決しました。 

それでは、まず、日程第 14、議第 1

号、令和 6 年度尾花沢市大石田町環境

衛生事業組合一般会計補正予算 (第 2

号)を議題といたします。これより質疑

に入ります。ご質疑ございませんでし

ょうか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 1 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

1 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 15、議第 2 号、令和 6

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合公共下水道事業会計補正予算 (第 2

号)を議題といたします。これより質疑

に入ります。ご質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 2 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

2 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 16、議第 3 号、令和 6

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合尾花沢市特定環境保全公共下水道事

業会計補正予算(第 2 号)を議題といた

します。これより質疑に入ります。ご質

疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 3 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

3 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 17、議第 4 号、令和 6

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合大石田町特定環境保全公共下水道事

業会計補正予算(第 1 号)を議題といた

します。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 4 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

4 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 18、議第 5 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組
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合一般会計予算を議題といたします。  

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。7 番、青野議員。 

◎7 番（青野隆一議員） 

それでは私のほうから、3 ページの第

2 表、債務負担行為についてお伺いいた

します。ごみ処理施設整備事業に対し、

令和 11 年度までに 106 億円を限度額と

する債務負担行為が設定をされました。

このことについて 4 点お伺いいたしま

す。 

まず 1 点目でありますが、3 月 17 日

の全員協議会で、令和 5 年度 5.2％、令

和 6 年度 5.9％、令和 7 年度は 6％の公

共工事設計労務単価が年々上昇してい

るということから、106 億円の債務負担

行為を設定したとの説明がございまし

た。これから工事が完成する令和 11 年

度までの間に、さらに事業費が上昇す

ることがあるのかないのか、この見通

しについてお伺いいたします。 

2 点目でありますが、過疎債特別枠の

償還方法については、令和 12 年から 41

年までの 30 年間ということでよろしい

のかどうかお伺いいたします。 

また、新しく建設する焼却施設は、ス

トーカ方式を採用して、長寿命化を図

るとしておりますが、起債償還が完了

する令和 41 年までに、焼却炉などの建

替えなどは、大丈夫だというふうに理

解してよろしいのかどうかお伺いいた

します。 

3 点目でありますが、この度の事業費

につきましては、循環型社会交付金 24

億円、過疎対策事業債 81 億円を活用す

るとしております。少子高齢化が年々

進んでおりますけれども、尾花沢市大

石田町にとって、今後の自治体財政運

営にどのような影響があるとお考えか

お尋ねをいたします。 

4 点目でありますけれども、この 106

億円の事業計画について、どのように

市民町民の理解を求めていかれるのか、

お尋ねをいたします。以上 4 点、よろし

くお願いいたします。 

◎議長（村形昌一議員） 

答弁を求めます。事務局長。 

◎事務局長（間宮康介君） 

青野議員から 4 点ご質問をいただき

ました。最初に、3 月 17 日の全員協議

会でご説明いたしました、国土交通省

から示されております、令和 7 年度ま

でで 6％というようなことになってご

ざいます。先ほど、管理者の提案理由の

中にもあったとおり、令和 7 年事業者

選定を行ってまいります。その中で、当

然契約というようなことも発生してき

ますが、令和 7 年度の基本的には金額

で建設をしていくというようなことに

なろうかと思います。 

ただし、今後、議員のおっしゃる通り、

単価の値上がりというようなことも考

えられますので、基本的には契約はそ

の 7 年度の時点でやるわけですけれど

も、その後動きが出る可能性はあると

いうようなことも考えております。 

あとは 2 点目の償還期間ということ

でございますけれども、令和 12 年から

41 年までの 30 年間を予定してござい

ます。 

3 点目、ストーカ方式につきましては、

30 年大丈夫かということでございます。
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基本的には大丈夫なものとは思っては

ございますけれども、現在の炉につい

ても、今 22 年というようなことであり

まして、30 年はもちろんもっていない

というようなことでもございます。た

だし、ストーカ方式、高温にはならない

というようなこととか、その方式で、も

のについてもきちんとした長寿命化を

図りながら、いずれまた 30 年、大丈夫

なように使っていきたいと考えてござ

います。 

4 点目の自治体の財政は大丈夫かと

いうようなことと、市町民への周知と

いうことでございますけれども、尾花

沢市大石田町のそれぞれの見解もござ

いますし、これまでも市、町でも財政計

画等々ご説明されているかと思います

ので、私の方から答弁は控えさせても

らいたいと思います。 

また、市町民への周知ということで

ございますけれども、4 月になりまして、

今回の議案を議決いただきました後に、

市町民への説明をしっかりしていく。

広報誌ももちろんそうですし、今、新し

くリニューアルしたホームページのほ

うでも掲載したり、必要に応じては説

明会などももしかしたら必要になって

くる時期も来るかと思いますけれども、

そのような形で、クリーンというか、明

らかにしていきながら、きちんとした

進め方をしていきたいと思ってござい

ます。以上でございます。 

◎議長（村形昌一議員） 

7 番。 

◎7 番（青野隆一議員） 

それでは、最初に質問しました、今後

の 106 億円の工事費の見通しについて

は、可能性としては引き続き増額とい

うことはあり得るということでござい

ました。やはり人件費の高騰、あるいは

物価の高騰というのは、これからも続

くものだというふうに考えられますの

で、入札も含めながら、工事費の縮減に

ついてもご努力いただければなという

ふうに要望申し上げたいと思っており

ます。 

2 点目の、償還方法についてでありま

すが、やはり償還するまで、メンテナン

スも含めて、万全を期しながら、そこま

では何とか維持管理ができればなとい

うふうに、私も願うところでございま

す。 

3 点目の、今回の過疎対策事業債の 81

億円、この 3 割相当は、町、あるいは市

の負担ということになるんですが、も

しよろしければ、市長町長の今後の財

政の影響についてありましたら、ご答

弁お願いしたいというふうに思います。 

4 点目ですけれども、今回、山形新聞

のほうにも、尾花沢市ごみ処理施設 106

億という大きな記事が出されまして、

私も何人かから、今後どうなるんだと

いう質問をいただきましたけれども、

先ほど答弁ありましたように、やはり

丁寧な説明が必要なのかなというふう

に思っております。我々もそれぞれ議

会を代表して、この議会に参加してい

るわけでありますけれども、やはり両

議会ともですね、全員協議会での説明

会、あるいは住民に対する今後のそう

いった、今お話をされている内容につ

いてのやっぱり詳細な広報、あるいは
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ホームページでのパブリックコメント

などの募集なども含めて、やはり将来

的な負担をする市民町民に対して、今

回の事業についてはできるだけ詳細に

お伝えをして、そして理解をいただく

というようなことを、ぜひお願いした

いなというふうに思っているところで

ございます。 

◎議長（村形昌一議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

まず市民、私は尾花沢市長で市民の

ことということで、お知らせについて

は適時適切に、ちょうど今回議会のほ

うでご了解いただければ、できるだけ

速やかにですね、皆さんにお示しした

内容をですね、広報させていただきた

いという予定で今進んでおります。 

一方、経費の負担については、私も就

任当時から、ごみ焼却施設、そして学校

建設、さらには北村山公立病院の建設

と、この大きい三大事業を進めなけれ

ばいけないということで、市民の方々

には非常に大きい負担になるというこ

とは、常々申し上げているところであ

ります。一方で、先ほど我々のほうから

の説明にもあったように、できるだけ

有利な起債、これをお借りして返済し

ていく。なおかつ、国からも最大限補助

していただけるものをお願いしたいと

いうことで、ずっと進めてきたわけで

あります。若干、今、ご説明した通り 6％

ほど増えてきていると、今後の推移を

見ても減っていくことは多分ないんだ

ろうという気はしますが、いずれにせ

よ、莫大な計画でありますので、若干ま

た増えるような場合には、きちんと適

時適切に市民の方にもお知らせし、ご

了解をいただきながら進めていきたい。 

いずれにせよ、このごみ焼却施設は、

もう最小限で、我々が処理しなければ

いけないところで、最小限の内容で進

めているものであって、必ずしもどこ

か特別増やしているものも特にないし、

我々のごみをしっかりこれからも持続

的に処分していくためにはどうしても

必要なものというふうに、ずっと計画

段階からご説明申し上げてきた内容で

あります。従って、なかなかどこかを削

減するなんていうことは、なかなかで

きない内容ではあろうかと思います。

ただし、特別なところが、例えば負担す

るようなものが出てくるとすればです

ね、そういうところは見直しし、もしく

は効率化が図られるような、今後、設計

の中で出てくるようであれば、そうい

うところは見直しをし、また皆さんの

ご意見をいただきながら進めていきた

いというふうに思っております。以上

であります。 

◎議長（村形昌一議員） 

副管理者。 

◎副管理者(庄司 中君) 

ご質問ありがとうございます。大石

田町としてもですね、尾花沢市さんと

一緒でして、統合小学校の建設、そして、

公立病院の建て替え、また、ごみ処理施

設建設、そして、あと大石田町としては、

かわまちづくりといってですね、引堤

と大橋の掛け替えですね、進めるかわ

まちづくりのほうにも、多額の費用が

かかってくるということで、大変、財政
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状況は厳しいんですけれども、その辺

は、当町の財政担当と、そして環境衛生

の事務局とすり合わせしながら、財政

計画を立てておりますので、厳しいな

がらも、破綻することのないように、そ

して、他の行政運営に支障のないよう

に進めてまいりますので、今後ともご

理解、ご協力をお願い申し上げます。  

◎議長（村形昌一議員） 

7 番。 

◎7 番（青野隆一議員） 

管理者、副管理者のほうからも、今後

の見通しについて、ご答弁をいただき

ました。 

私もですね、これから 30 年後の将来

というのは、私はもういないとは思い

ますけれども、本当に厳しい状況に向

かっていくのかなと、少子高齢化に加

えて、人口減少という課題を背負いな

がら、運用していかなきゃならないと。

そうした中で、やはり私一番気になっ

ているのは財政負担の問題でございま

す。有利な起債ということで市長から

もありましたけれども、3 割は返さなき

ゃならないということで、ひとつの借

金であるということには変わりござい

ません。そうした中でですね、やっぱり

今回の尾花沢市大石田町のこの 1 市 1

町の一番小さな、全国的にも小規模な、

今回のごみ処理施設の建設事業という

ことで、ある部分では、非常に大きいも

のに比べると、小さいだけに大きな費

用負担が必要になってきているのかな

という部分もございます。山形県がで

すね、やはりこの広域化については、こ

れまでもリーダー的な立場でさまざま

な計画を作ってまいりました。本来で

あれば、県のほうでも 1 市 1 町の焼却

場の建設についても、広域化という視

点から、ぜひご助言なりいただければ

なというふうに、我々も要望を申し上

げてきましたし、先代の管理者、副管理

者のほうからも、そういった要望を出

してきたというところだと思います。

そうした意味で、尾花沢市大石田の財

政状況を考えた場合、県に対して、今、

公立病院の問題でも、財政援助を求め

ていくというふうな動きが、広域的に

今進められようとしております。この

問題についても、ぜひ県のほうに実情

をしっかりとお伝えをしながら、財政

的な支援を、私はぜひ求めていく、協力

をお願いしていきたいということを要

請をしていくということが、必要だと

いうふうに私は思っておりますけれど

も、最後に管理者のご見解をお伺いし

たいと思います。 

◎議長（村形昌一議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

広域化の件については、少し前の時

期になろうかと思いますが、お話申し

上げたと思いますが、改めてですね、お

話申し上げれば、広域化、広域化という

話があったとしても、なかなか県のほ

うで、じゃあどことどこと組み合わせ

てどうだというようなことは、これは

もうそれぞれの自治体の独立性がある

ものですから、そういうわけにはいか

ない。とすれば、我々としては従来から

お願いしている東根のクリーンピアで

すか、あそこのほうにずいぶん前の先
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代の首長さんが、市長がお話申し上げ

たと、なかなか門が開かないというよ

うなことから、私の時代でも改めて土

田東根市長のほうにお願いを申し上げ

ましたところ、なかなかやっぱり厳し

いと。 

まず一点が、とにかくそのごみの量

が、我々の分、非常に少ないと言いつつ

も、それが入る余裕がないというのが

まず一点です。それとごみは空中を飛

んでいかないものですから、どうして

も地上から運ぶ、もう今現在の地上の

ごみ収集車で、ごみ焼却場の周辺が大

渋滞を起こしていると。したがって、万

が一尾花沢大石田のごみを受けるとす

れば、どこかでごみの中継点を整備し

ないといけないというようなことまで、

お話がありました。したがいまして、

我々が仮にそれをやるとすれば、莫大

な施設を作って、また負担をしなけれ

ばいけないというような話。 

そしてなおかつ、東根としては、東根

のクリーンピアのほうは、一つの考え

方として、今後、今の施設を建て替えて、

同じように維持していくかということ

を想定しない選択肢もあるようであり

ます。将来は民間に委託すると。ごみ焼

却処分そのものをすべて民間のほうに

委託していくと。首都圏のほうではど

うもそういう事業に進んでいるそうで

す。したがって、我々も今後、今回 25

年ですか 30 年ですか、一応もつ施設を

準備しますが、その先については、おそ

らく全国的にそういう、いわゆる、ごみ

の焼却、処理については、そういうふう

な形が出てくるのではないのかな、と

いう一つの推測があります。これはあ

くまでも東根市長の見解でありました。

したがって今後、東根のほうは、今の施

設と同じ同規模で焼却をして燃やして

いくということは考えていかない選択

肢もあり得るというお話はされていま

した。したがって、広域化ということも、

もうそのようになれば考えていくこと

もないでしょうし、いずれにせよ、現時

点で、その結論を出すことは難しいと

いうふうには思います。 

とにかく、このネックにあるのは、住

民の方々の生活に直接影響が出てくる

と、その交通の障害の話、そしてごみを

負担する費用の話、いずれにせよ、そう

いう住民に直結するような話なので、

なかなか簡単に広域化の話も進んでい

かないというのが現状であります。お

そらく、最上にしても同じような課題

をみんな抱えているのではないかなと

いうふうに思います。 

いずれにせよ、今後の状況、全国の動

きを見ながら、次の施設についてはど

ういうふうにしていくか、また考えて

いきたいというふうに思います。 

当面、この施設については、まったな

し、毎年数億円、多ければ 2 億円ずつ修

繕費を払っていかなければならない、

一番懸念しているのは事故が起きるこ

とが一番、我々としては危険、危惧をし

ているところであります。したがって、

出来るだけ早急に新しい施設に変えて

いくことが、私は必要だというふうに

思います。 

◎議長（村形昌一議員） 

2 番、川﨑義治議員。 
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◎2 番（川﨑義治議員） 

私もごみ処理場のことでお伺いした

いんですけど、ストーカ方式というお

話があったんですけど、30 年くらいの

実績があるというお話でした。他の施

設で同じ方式を使っているところは、

どのくらい持っているのかということ

をお聞きしたいのと、それと、処理場と

しては低温の、低温だというお話だっ

たんですけど、低温で処理するという、

どのくらいの温度、処理場の温度とし

てはどのくらいなのかということをお

聞きしたい。それが一つですね。 

もう一つは今、青野議員からのお話

があったんですけど、これはもう、青野

議員がされて、管理者がご説明いただ

いたのでよくわかったんですけど、一

つですね、市と町の議員の全協のほう

でもですね、施設等を含めて、金額だけ

ではなくて、こういう施設になってい

るんだというのを含めて、説明をいた

だければと思います。よろしくお願い

します。 

◎議長（村形昌一議員） 

八鍬課長。 

◎環境衛生課長（八鍬忠史君） 

川﨑議員のほうにお答えします。ス

トーカ炉の採用ですけれども、その前

にちょっとお話ししますと、今毒沢に

ある焼却施設は、ガス化に改造する前

はストーカ炉でした。今回、一旦ガス化

にして、ストーカ炉にしますので、また

古典的なスタイルに戻るということで、

今ですね、全国的に焼却炉更新も進ん

でる状況なんですけれども、今はほと

んど 9 割 9 分というと語弊があるかも

しれませんけども、今更新なってる新

しい炉のスタイルというのは、ほとん

どストーカ炉になっております。 

その大きな理由の一つは、構造が単

純で、維持費用がかからないというの

が大きな理由です。燃焼する温度です

けれども、今のガス化溶融炉について

は、1,300℃まで上げます。その上げる

過程で、どうしても燃料も使います。新

しいストーカ炉というのは、850℃で運

転します。ですので、使う熱源体に大幅

に違いますので、低温といっても 850℃

が運転管理の基準となります。 

最後の市町の議会での全協の説明と

いうのも、そのご意見について、また市

町ともご相談しながら対応していけれ

ばなと考えております。よろしくお願

いいたします。 

◎議長（村形昌一議員） 

他にございませんでしょうか。質疑

もないようですので、終結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 5 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって議第 5

号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 19、議第 6 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合水道事業会計予算を議題といたしま

す。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。7 番、青野議員。 
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◎7 番（青野隆一議員） 

予算書の 42 ページの上段に、水道使

用量についてお伺いいたします。令和 7

年度の収入につきましては、前年度対

比で 10,458,000 円、率にしますと 3.8%

減と、395,557,000 円を見込まれました。

この人口減少に伴う水道料金の減収と

いうのは、引き続きこれからも続いて

いくというふうに予想されますけれど

も、このことが水道事業にどのような

影響をもたらしていくのかということ

についてお考えをお伺いいたします。  

◎議長（村形昌一議員） 

事務局長。 

◎事務局長（間宮康介君） 

お答えいたします。今、青野議員おっ

しゃられたとおり、1,000 万近くの減額

となってございます。やはり収入が減

れば、当然、修繕ですとかいうものに回

っていく費用が減ってくる。それに伴

って、起債が増えていったりというよ

うなことで経営という部分については、

当然、悪い方向にいくと思ってござい

ます。 

ですので、人口減少に伴って減ると

いうのは必然的ではございます。しか

し、先ほど管理者の答弁でも申し上げ

ましたが、提案理由の中でも申し上げ

ましたが、やはり施設の維持というよ

うな部分で言うなれば、必要な経費と

いう部分がございますので、それらに

見合うような料金設定というのも考え

ていかなければならないと思ってござ

います。以上でございます。 

◎議長（村形昌一議員） 

7 番。 

◎7 番（青野隆一議員） 

今回の水道料金の収入減の 1,000 万、

10,458,000 円と、いわゆる施設費、歳

出の施設費の 11,604,000 円は、ほぼ同

額だということで、考え合わせますと、

水道料金の収入というのは、これから

の様々な施設の整備修繕、そういった

ところに直に影響してくるというふう

に、数字はそういうことを語っている

のかなというふうに思います。石綿セ

メント管の布設工事なんかもなかなか、

予算の計上についても難しくなりつつ

あるのかなというふうな中で、局長の

ほうからありました、水道料金に対す

る今後の引き上げについて、もし方向

性について、ご検討だということであ

ればお聞かせをいただきたいというふ

うに思います。 

◎議長（村形昌一議員） 

管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

先ほど提案理由の中でも、お話し申

し上げたのですが、やはり水道料を負

担していただく方々が減ってきて、な

おかつ、節水用の蛇口とか、いわゆる水

をなるべく使わないようにして、それ

ぞれの各ご家庭からすれば負担を少し

下げていこうという努力が、どんどん

されているというようなことから、ま

すますこれから減ってくるんでしょう

と。 

一方で、やっぱり人口減少が非常に

加速度的に進んできていると。この辺

の両方を考え合わせると、そろそろ値

上げさせていただかなければいけない

時期に来ているのではないのかなとい
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うふうに思います。 

一方で、やはりこの生活の中でどう

しても必要な電気、ガス、水道、この辺

が今の値上げの世の中がどんどんどん

どん進んでいる中で、水もかというこ

とになってくると、なかなかご負担も

大きいんだろうなという思い、どちら

の思いを両方合わせもって今やらせて

いただいているところなんですが、先

ほど申し上げた通りですね、新年度に

入れば、然るべき時期にはこのぐらい

の値上げがどうでしょうというような

ところを探ってみたいと思います。も

ちろん他の市町村とか、全国的な推移

とか、そういうところをちょっと考え

合わせながら、できるだけ早めに、また

皆さん方にお示しさせていただいて、

そして市町とも協議をしながら、何と

か少しでも値上げをして、いわゆる受

益者の方々の負担を若干上げさせてい

ただきたいというふうには思ってると

ころであります。その時期にきました

ら、またご相談させていただきたいと

いうふうに思います。 

◎議長（村形昌一議員） 

7 番。 

◎7 番（青野隆一議員） 

水道事業会計は独立採算制だという

ことで、収入が減れば事業が減るとい

う、こういうことになっておりまして、

ただやっぱりその点についてもですね、

先ほど川﨑議員からもあったんですが、

やっぱり市民町民の皆さん方に、そう

いった仕組みも含めて、やっぱりご理

解をいただく。やっぱり人口が減れば、

そういうふうな形で皆さん方のご負担

も増えるんだという、そういうところ

も含めながらですね、市民町民への広

報、先ほどあったごみ処理も含めなが

ら、やはり額も相当大きいわけですし、

そして市町のライフラインに直接関わ

る、そういったものを事業化をしてい

るところでございますので、改めまし

て、やはり周知あるいは説明会なども

含めながら、ご理解をいただくような、

これまで以上に努力をお願いしたいな

と思います。 

◎議長（村形昌一議員） 

他にございませんでしょうか。質疑

もないようですので、終結いたします。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 6 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

6 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 20、議第 7 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合公共下水道事業会計予算を、議題と

いたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 7 号を採決いたしま
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す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

7 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 21、議第 8 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合尾花沢市特定環境保全公共下水道事

業会計予算を議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 8 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

8 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 22、議第 9 号、令和 7

年度尾花沢市大石田町環境衛生事業組

合大石田町特定環境保全公共下水道事

業会計を、議題といたします。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 9 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

9 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 23、議第 10 号、令和 7

年度ごみ焼却施設維持管理補修工事請

負契約の締結についてを議題といたし

ます。 

これより質疑に入ります。ご質疑あ

りませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

質疑もないようですので、終結いた

します。 

次に討論でありますが、通告があり

ませんので終結いたします。 

これより、議第 10 号を採決いたしま

す。本案を原案のとおり決するに、ご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、議第

10 号は原案のとおり決しました。 

次に、日程第 24、各常任委員会及び

議会運営委員会の所管事務の調査につ

いてを議題といたします。皆様方のタ

ブレットに掲載しております申出書の

とおり、各常任委員長及び議会運営委

員長から所管事務の調査について、閉

会中の継続調査の申し出があります。  

お諮りします。各常任委員長及び議

会運営委員長から申し出のとおり、閉
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会中の継続調査とすることに、ご異議

ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

◎議長（村形昌一議員） 

ご異議なしと認めます。よって、各常

任委員長及び議会運営委員長から申し

出のとおり、閉会中の継続調査とする

ことに決しました。 

以上で、今定例会に付議されました

議案の審議は、すべて終了いたしまし

た。慎重なるご審議、誠にありがとうご

ざいました。 

この際、管理者より発言の申し出が

ありますので、これを許します。管理者。 

◎管理者(結城 裕君) 

3 月定例会の閉会にあたりまして、一

言ご挨拶を申し上げます。ただ今は、慎

重なご審議の上、全議案、いずれも原案

のとおりご可決いただきましたこと、

厚くお礼申し上げます。 

皆様方より賜りました、ご意見等に

つきましては、これを十分に尊重し、今

後の組合運営に生かしてまいる所存で

あります。 

まもなく 4 月に入り、徐々に、桜のた

よりも聞こえてくると思われます。尾

花沢そして、大石田にも温かい季節が

早く訪れることを期待しておりますが、

季節の変わり目、議員の皆様方におか

れましては、くれぐれも健康にご留意

の上、今後の市政町政の発展のため、こ

れからもご尽力いただきますよう心か

らお願いを申し上げ、ご挨拶とさせて

いただきます。本日は、誠にありがとう

ございました。 

◎議長（村形昌一議員） 

これをもちまして、令和 7 年 3 月定

例会を閉会いたします。大変ご苦労様

でした。 

 

 

閉会 午前 11 時 8 分 


